
留萌地域森林計画

変更計画書（案）

（留萌森林計画区）

自 令和 ４年４月 １日 

  計画期間 

至 令和１４年３月３１日 

（令和 年  月 日変更） 

北  海  道 

資料 1-3-5 



計画変更の理由と始期 
 

１ 変更理由 

  次の理由により地域森林計画を変更する。 

 

(1) 計画の対象とする森林の区域の異動による。 
 

(2) トドマツの施業方法の見直しによる。 
 

２ 変更始期 

  令和５年４月１日から適用する。  
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Ⅰ 計画の大綱 
１ 森林計画制度について 
 

 

（４）森林計画と関わりのある制度 
（中略） 
＜保安林制度＞ 
（略） 
＜林地開発許可制度＞ 
無秩序な森林の開発による災害の発生や環境の悪化を防止するため、 

地域森林計画の対象となっている森林に一定の制限を加える制度です。 
  １ｈａ（太陽光発電設備は0.5ｈａ）を超える森林の開発を行おうと 
するときは、北海道知事（市町村へ権限移譲した場合は移譲市町村長）の許可が必要となります。 
＜伐採及び伐採後の造林の届出制度＞ 

    （略） 
＜森林の土地の所有者届出制度＞ 
（略） 
＜森林整備補助制度＞ 

    （略） 
＜森林整備地域活動支援交付金制度＞ 
（略） 

   ＜林業金融・税制制度＞ 
（略） 

＜共有者不確知森林制度＞ 
 （略） 
＜森林経営管理制度＞ 
 （略） 
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６ 計画樹立に当たっての基本的な考え方 
 

 

（１）北海道森林づくり条例等との整合 

（中略） 
 

～条例の基本理念～ 
 
 
 
 
 
 

～基本計画の長期的な目標（めざす姿）～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

○百年先を見据え、地域の特性に応じた森林づくりを進めるため、自然条件や社会的条件を

踏まえ、発揮を期待する機能に応じて、「水源涵
かん

養林」「山地災害防止林」「生活環境保全

林」「保健・文化機能等維持林」「木材等生産林」に区分し、それぞれの機能を発揮させる

森林づくりを進めます。 
○適切な森林管理に基づく森林づくりに伴い産出される木材を最大限に有効活用し、道民生

活に木材・木製品の利用が定着することをめざします。 
○道民との協働による森林づくりに向けて、木材の利用及び森林との触れ合いを通じて、人

と森林との関わりを主体的に考えることができる豊かな心を育む「木育」が道民に定着す

ることをめざします。 
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Ⅱ 計画事項 

第１ 計画の対象とする森林の区域 

地域森林計画の対象とする森林は、森林計画図において表示する区域内の民有林とし、市町村別の面積

は、次表のとおりです。 

 なお、当該区域の森林は、森林法第１０条の２第１項の開発行為の許可（保安林及び保安施設地区の区

域内の森林並びに海岸法第３条の規定により指定された海岸保全区域内に存する森林を除く。）、森林法

第１０条の７の２第１項の森林の土地の所有者となった旨の届出及び同法第１０条の８第１項の伐採及び

伐採後の造林の届出（保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。）の対象となります。 

 

単位 面積：ha 

区  分 民 有 林 
 

一般民有林 道 有 林 

総   数 98,043 72,584 25,459 

留

萌 

増  毛  町 22,006 7,372 14,634 

留  萌  市 8,345 6,658 1,687 

小  平  町 22,034 16,450 5,584 

苫  前  町 7,505 6,556 949 

羽  幌  町 7,078 7,078 — 

初 山 別 村 10,611 8,007 2,604 

遠  別  町 12,374 12,374 — 

天  塩  町 8,088 8,088 — 

（注 1）四捨五入により各項目の数値と合計があわないことがあります。 

（注２）一般民有林の森林計画図は、北海道水産林務部林務局森林計画課並びに当該市町村を所管する 総合振興局・振興局 

産業振興部林務課及び森林室に備え置き、道有林の森林計画図は、所管する森林室に備え置きます。 
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第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

２ その他必要な事項 

（１）長伐期施業や複層林施業による多様な森林への誘導や皆伐に伴う裸地面積の縮小及び分散を図る

よう努めることとします。 

（２）公益的機能が重視される森林で風害の受けやすい地域においては、風害に強い多様な樹種・樹冠

層により形成される森林へ誘導するため、人工造林や天然更新（地表処理等）を適切に組み合わ

せ、樹種や林齢の異なる林分構造とすることを基本とします。 

（３）（略） 
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第３ 森林の整備に関する事項 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

（略） 

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 

（中略） 

ア 立木の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採であり、その伐採方法別の留意点について

は次によることとします。 

（ア）皆伐 

皆伐については、主伐のうち（イ）の択伐以外のものとします。 

皆伐に当たっては、気象、地形、地質、土壌等の自然条件のほか車道等や集落からの距離と

いった社会的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、伐採跡地が連続することがないよ

う特に留意しつつ、適切な伐採区域の形状、一箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモ

ザイク的配置や景観への影響に配慮します。 

なお、一箇所当たりの伐採面積は、原則として２０ヘクタールを超えないよう、伐採面積の

縮小及び伐採箇所の分散に努めることとします。 

伐採の時期については、地域の森林の齢級構成等を踏まえ、森林の有する多面的機能の発揮

との調和に配慮することとします。 

（イ）択伐 

（略） 

イ 主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行うこ

ととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には少なくとも周辺森林の成木の樹高

程度の林帯幅を確保します。 

また、伐採作業に伴う林業機械の走行等に必要な集材路の作設等に当たっては、伐採する区域

の地形や地質等を十分に確認した上で配置の計画や施工等を行い、森林の更新及び森林の土地の

保全への影響を極力抑えることとします。 

 伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定することとします。 

ウ （略） 

エ （略） 

（３）その他必要な事項 

ア 林地の保全、雪崩及び落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持、渓流周辺

や尾根筋等、森林における生物多様性の保全などのために必要がある場合には、人工林・天

然林を問わず所要の保護樹帯を設置することとします。 

イ 次の地域は、林地崩壊、生態系のかく乱などにつながるおそれがあり、また、伐採後の更

新が困難となることから、皆伐を行わないよう努めることとします。 

ａ 確実な更新が困難な湿地・風衝地・岩石地等 

ｂ 土砂の流出や崩壊が発生するおそれがある急傾斜地・石礫地・沢沿い等 

ｃ 野生生物の生育・生息の場の提供、水質浄化、土砂や濁水の流入制御等の機能を持つ河

川や湖沼周辺の水辺林等 

ウ 伐採作業等に伴う立木への損傷は、将来的に腐朽菌被害の発生につながるおそれが高いこ
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とから、伐採等に当たっては、必要に応じて保護板（あて木）を設置するほか、機械の林内

走行の範囲を森林作業道・集材路に限定するなどにより、伐採しない立木への損傷をできる

限り減らす作業に努めることとします。 

エ 伐採等の実施に当たっては、降雨等による土砂や汚濁水の流出防止に努めるとともに、伐

採作業の途中であっても大雨が予想される場合等は、必要に応じて集材路等に排水路を作設

するなど、浸食防止に努めることとします。 

   なお、水道取水施設の上流で造材を行う場合等で、降雨等により河川の汚濁が懸念される

場合は、伐採・搬出を土壌が凍結する冬季間に行うなど時期や方法に配慮することとしま

す。 

   また、特に河川周辺で造材を行う場合は、増水時に枝条や残材等が流出して流木被害の一

要因とならないよう、十分に留意することとします。 

オ 特色ある森林景観や野生生物の生育・生息環境の保全に配慮した伐採を行うこととしま

す。 

特に、クマゲラ、シマフクロウ及びクマタカ等の希少鳥類について、営巣木が確認された場

合、その営巣木の位置や営巣期間等に配慮し、伐採の内容や伐採の時期の調整を行うこととしま

す。 

２ 造林に関する事項 

（略） 

（３）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針 

主伐後の適確な更新を図るため、次の森林については原則として植栽によらなければ適確な更新

が困難な森林とし、植栽により更新を図ることとします。 

なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準及び区域は、自然条件や森林の有する

機能の早期回復に対する地域住民等からの社会的要請などを勘案し、市町村森林整備計画において

定められます。 

① 気象、地形、地質、土壌等の自然条件及び植生等により天然更新が期待できない森林 

② 水源涵
かん

養機能の早期回復が特に求められる水資源保全ゾーンの森林 

なお、天然更新が期待できない森林を指定する場合は、ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新

に必要な母樹の賦存状況、天然更新に必要な稚幼樹や後継樹の生育状況、林床や地表の状況、病虫

獣などの被害の発生状況、当該森林及び近隣における主伐箇所の天然更新の状況などを勘案する

こととします。 

 また、次の箇所は、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の区域には含めないこととしま

す。 

 ① 保安林等の制限林内で施業方法が定められている森林 

 ② 保健機能森林の区域内における森林保健施設の設置が見込まれる森林 

 ③ 公益的機能別施業森林の区域で別途更新の方法が定められている森林 

 ④ 湿地、風衝地、岩石地等で更新が著しく困難な森林 

 ⑤ ぼう芽性の強い広葉樹で構成される人工林 

３ 間伐及び保育に関する基本的事項 

第２の１の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項を踏まえ、

適切な森林の施業方法により、間伐及び保育を実施することとします。 
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 なお、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法、並びに保育の標準的な方法は、市

町村森林整備計画において定められ、森林所有者等が間伐及び保育を行う際の規範となります。 

（１）間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

次のとおり、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針を示します。 

ア （略） 

イ 間伐に当たっては、森林資源の質的向上を図るとともに、適度な下層植生を有する適正な林分

構造が維持されるよう、適切な伐採率により繰り返し行うこととします。特に、高齢級の森林に

おける間伐に当たっては、立木の成長力に留意することとします。 

 なお、主要樹種ごとの標準的な間伐の時期等については、次表のとおりとします。 

樹  種 

（生産目標） 
施業方法 

間伐の時期（林齢） 
間伐の方法 

初回 ２回 ３回 ４回 ５回 

カラマツ 

【グイマツとの交配種を含む】 

（一般材） 

（略） （略） 
選 木 方 法：定性及び列状 

間伐率(材積率)：20～35％ 

トドマツ 

（一般材） 

植栽本数：2,000 本/ha 

仕立て方法：中庸仕立て 

主伐時の設定：６00 本/ha 

18 

～ 

22 

27 

～ 

31 

38 

～ 

42 

－ － 
選 木 方 法：定性及び列状 

間伐率(材積率)：20～35％ 

アカエゾマツ 

（一般材） 
（略） （略） 

選 木 方 法：定性及び列状 

間伐率(材積率)：20～35％ 

（注１）「カラマツ間伐施業指針（北海道林務部監修）」、「トドマツ人工林間伐の手引き（北海道林務部監修）」及び「アカエゾマツ 

人工林施業の手引き（（地独）北海道立総合研究機構林業試験場発行）」などを参考とした。 

（注２）植栽本数、主伐時の生産目標及び仕立て方法、主伐後の施業方針等により、間伐時期が異なることに留意すること。 

ウ （略） 

（３）その他必要な事項 

枝打ちについては、生産目標及び立木の生育状況に応じて適切な時期及び枝打ち高により行うこ

ととします。 

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

（略） 

（１）公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法に関する

指針 

（中略） 
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区域の設定の基準及び森林施業の方法に関する指針 

【共通ゾーニング】 

（中略） 

  

森林の区域 区域の設定の基準 施業の方法に関する指針 

水源涵
か ん

養林 
（略） （略） 

山地災害防止林 

（略） 

伐採面積の縮小及び伐採箇所の分散を図るとと

もに、急傾斜地等に位置し、機能を高度に発揮さ

せる必要のある森林については択伐による複層林

施業を行うこととし、それ以外の森林については

複層林施業を行うこととする。 

 また、一部を皆伐しても、適切な伐区の形状・

配置等により機能の確保が可能な場合には、長伐

期施業（注）を推進すべき森林とした上で、一部を

皆伐することを可能とする。 

生活環境保全林 

（略） 

伐採面積の縮小及び伐採箇所の分散を図るとと

もに、林帯の幅が狭小な防風林等、面的な伐採に

より機能を発揮できなくなるおそれのある森林に

ついては択伐による複層林施業を行うこととし、

それ以外の森林については複層林施業を行うこと

とする。 

 また、一部を皆伐しても、適切な伐区の形状・

配置等により機能の確保が可能な場合には、長伐

期施業（注）を推進すべき森林とした上で、一部を

皆伐することを可能とする。 

保健・文化機能

等維持林 

（略） 

伐採面積の縮小及び伐採箇所の分散を図るとと

もに、特に機能の発揮が求められる森林については

択伐による複層林施業を行うこととし、それ以外の

森林については複層林施業を行うこととする。 

 また、一部を皆伐しても、適切な伐区の形状・配

置等により機能の確保が可能な場合には、長伐期施

業（注）を推進すべき森林とした上で、一部を皆伐す

ることを可能とする。 

 なお、地域独自の景観等が求められる森林におい

て、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定

の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うことが

必要な森林については、特定広葉樹育成施業を推進

すべき森林として定めることとする。 

（注）「長伐期施業」とは、標準伐期齢のおおむね２倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいいます。 
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（２）木材の生産機能の維持増進を図るための施業を推進すべき森林の区域の基準及び

当該区域内における施業の方法に関する指針 

木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域については、林木の生育が良好な森林で地形、地利な

どから効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定することとします。このうち、林地生産力

や傾斜等の自然条件、林道等や集落からの距離等の社会的条件を勘案し、森林の一体性を踏まえつ

つ、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域を定めることとします。 

なお、公益的機能別施業森林及び木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域については、重複を

認めるものとし、公益的機能の発揮に支障が生じないよう定めるものとします。 

（中略） 

なお、木材等生産林においては製材等の一般材生産を目標とし、主伐時期については、木材等資源

の効率的な循環・利用を考慮して伐採時期の多様化を図るなど、木材の利用目的に応じた時期で伐採

することとし、人工林の主要な樹種の標準的な主伐時期については次表を目安として定めることとし

ます。 

樹  種 主 伐 時 期 仕立て方法 
（参考）主伐時期の

平均直径 

カラマツ 
（グイマツとの交配種を含む） 

６０年 中庸仕立て ３０cm 

トドマツ ６０年 中庸仕立て ２３cm 

アカエゾマツ ８０年 中庸仕立て ２８cm 

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する基本

的な考え方 

ア 路網密度の水準 

 （略） 

イ 作業システムに関する基本的な考え方 

間伐等の素材生産の低コスト化、高効率化を図るためには、高性能林業機械の性能を最大限に発

揮させることを主眼とした労働生産性の向上が不可欠となります。このためには、機械の性能に応

じ一定規模以上の事業量の安定的な確保や、機械作業に適合した高密度の路網、工程全体を通じて

生産性が高まるような人員や機械の配置など、地域においてそれらを総合的に組み合わせた低コス

ト作業システムを構築していく必要があります。とくに作業全体の効率性を左右する木寄せ・集材

工程の効率化を図ることが重要であることから、主にグラップル、フォワーダ等の車両系林業機械

に適合させる形で、輸送距離や輸送量を勘案し、路網をそれぞれの役割に応じて組み合わせ、傾斜

等に応じた密度により適切に配置することとします。 
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